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まとめ

はじめに　

企業経営においては、知的財産権保護制度に沿って、取得、保有する知的財産権を、適正に評
価し、適法かつ、公正に企業戦略に取り入れていく必要がある。知的財産権の基本的特徴は独占
的排他権を認知されていることであり、この特徴は、知的財産権に係る技術、商品を独占的に戦
略的に自己実施し、競合他社の市場参入を障壁を構築して阻止し、市場の独占を計ることであ
る。
昨今の企業における知的財産・知的財産権実務は、大きな流れとして「権利を取る」よりも「権

利を使う」により注力する傾向が顕著になっているといえる。「権利を使う」という観点からは
ライセンス契約等知的財産契約が重要な役割を果たすことになり、従って、各企業においては、
知的財産・知的財産権に関するライセンス契約を一層重視するようになっている。なお、知的財
産契約には、多様な形態が存在する中で、本連載においては知的財産契約全般を背景として、ラ
イセンス契約を中心に知的財産契約の理論的、実務的諸問題について論述する。その最終回にお
いては、これまで連載、論述した内容・重要事項について総論的に概説し、また、重点課題につ
いて確認・論述する
そのような中で、企業経営においては、知的財産を戦略的に活用して、企業経営に資する化す
ることが期待されており、そのためには多くの留意事項が存在する。

Ⅰ　企業経営における知的財産契約

１．企業経営における知的財産契約

⑴　知的財産契約の基本的要素
知的財産契約業務は、基本的には文書業務、また、ミニマムリクワィアメントとしての法律業
務、あるべき業務としては総合的戦略業務である。そして、法的情報・知識、契約実務の情報・
知識が、最終的には、方針・戦略に基づいて、契約自由の原則の範囲内でWin－Win的に対応す
ることになる。

⑵　知的財産契約の実務
一般的に知的財産契約には、契約自由の原則、即ち、締結の自由、相手方選択の自由、内容の
自由、方式の自由が適用される。また、そのチェックポイントは、明確性、適合性、適法性特に
独占禁止法上の問題点、履行強制の可能性と妥当性、完全性が重要である。
そして、知的財産契約の内容は、専用実施権許諾者の設定登録応諾義務等法律上の義務、ノウ
ハウライセンシーの秘密保持義務のような基本的・本質的義務、ライセンシーの改良技術に関す
るフィードバック義務等の約定義務等によって構成される。

⑶　知的財産契約の総合戦略
知的財産契約を企業経営における経営戦略の観点から検討する場合には、総合戦略的に配慮す
る必要がある。そして、配慮すべき事項は一定不変ではないが、次の事項が重要である。①当事
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者間の正義、信義則、インセンティブ、戦略、方針、利益、信頼、秩序　②公正性、公正競争、
経済政策　③経済効率性、産業の発展　等。

２．企業経営に資する知的財産契約
知的財産を企業経営に資する化するためには、多くの場合、戦略的知的財産契約が必要であ
る。特に、オープンイノベーション対応においては、知的財産ライセンス契約が必要不可欠であ
る。以下に企業経営に資する知的財産契約について、その考え方、戦略等について考察する。

⑴　訴訟よりライセンシングアウトか
多くの知的財産は、完全無欠ではない。知的財産の戦略的活用のために訴訟が有益な場合もあ
るが、Win-Winに合意する契約条件に従って、合理的に活用されることが期待される。訴訟に要
する費用、時間、効果を考慮して総合政策的に判断する。

⑵　対価的条件は、Win-Winを考慮する
知的財産には、公信力がなく、無効審判制度、特許法第104条の３、独占禁止法による制限、
強制実施権制度等があり、ライセンス契約の交渉において、先使用権の主張、無効の抗弁対応が
考えられる。保有知的財産が完全無欠ではないことを考慮して、対価条件はWin-Winに対応す
る。

⑶　知的財産の戦略的・有効活用はタイミングが重要である
多くの知的財産は、過去の開発成果であり、有効寿命がある。知的財産の戦略的・有効活用は
タイミングが重要であり、現状を認識して、将来の改良、特にライセンシーの改良に期待してラ
イセンス契約による実効性が期待される。

⑷　知的財産訴訟で勝って、仕事を失う
企業経営における知的財産の戦略的活用は、まず知的財産ありきではなく、まず事業、ビジネ
スありきから、事業、ビジネス戦略にどのように知的財産戦略を練り込んで対応するかであり、
制度論、権利論、手続論、契約方法論等個別論ではなく、総合政策的対応が必要、有益である。
知財訴訟で勝って、仕事を失うなどは、企業経営における知的財産の戦略的活用において好まし
いことではない。

⑸　ライセンシングアウトで企業評価
一般的に、ライセンシングアウトによって、知的財産を有する企業として、オープンイノべ―
ション対応企業としての評価が受けられ、またWin-Win交渉で社会的に評価を受けられる。結果
的に企業評価が高まり、持続的発展に繋がる結果となる。

⑹　クロスライセンシング効果・評価
知的財産契約、特にライセンス契約は、契約の対象知的財産については、独占権思考ではな
く、排他権、行為規制権思考で対応する。クロスライセンス契約は、契約当事者双方の知的財
産、技術を合わせてさらなるイノベーションを期待することができ、双方にとってオープンイノ
ベーション効果を有する。　クロスライセンスは、権利侵害回避、コスト低減等リスクマネジメ
ント対応としても重要である。クロスライセンスの対象は、各当事者が保有するか又はライセン


